
ビザ申請書類の軽減措置について 

 

一般パスポートを持つベトナム人のうち，以下の要件を満たす方，その配偶者及び子（本

人及び配偶者の両親についても，対象となる場合があります。） 

所属先等 本人の要件 

政府機関 中央・地方政府の常勤者 

議会 国会議員，地方議会議員 

国公営企業 常勤者 

渡航目的が商用であること 

民間企業 

□ 当地の株式上場企業の常勤者 

□ 当地の日本商工会議所会員であり，本

邦に経営基盤又は連絡先を有する日系企

業の常勤者 

有識者 

□ 過去３年間に日本へ商用目的での渡航

歴があり，かつ，過去３年間に日本を除く

Ｇ７諸国に短期滞在で複数回の渡航歴が

ある方 

□ 過去３年間に日本へ商用目的での３回

以上の渡航歴がある方 

文化人・知識人 

□ 現職の弁護士・公認会計士・弁理士・司法書士・公証人・医師 

□ 大学に常勤する講師以上の職にある方 

□ 国公立の研究所・美術館，博物館，図書館の課長職以上の方 

 

１．対象者 



 

本措置の対象者となる方が一次有効（シングル）の短期滞在ビザ（滞在期間：３０日以内）

を申請する場合，日本側からの書類提出を省略可とします。 

従来の必要書類  今後の必要書類 

申請人側 

パスポート 

ビザ申請書 

在職証明書 

出張命令書 

関係証明資料 

支弁能力証明資料など 

（渡航目的による） 

申請人側 

パスポート 

ビザ申請書 

在職証明書 

医療保険カード 

対象者要件の確認資料 

(親族関係を証する資料) 

省略可 

日本側 

招へい理由書 

滞在予定表 

身元保証書 

支弁能力証明書 

戸籍謄本など 

（渡航目的による） 

 

 

本措置の適用を受けるには，以下の点に留意が必要です。 

○ 申請人は，本人又はその家族が本措置の対象者であることを証明してください。 

○ 在職証明書については，所属先が作成することとし，文面には，申請人の在職期間，給

与及び役職を記載してください。 

２．軽減措置の内容 

３．実務上の留意点 



○ 申請人の所属先が当地の株式上場企業の場合は，在職証明書に自社の証券コードを

記載するとともに，証券取引所ウェブサイトの自社ページの写しを添付してください。 

○ 申請人の所属先が当地の日本商工会議所会員である場合は，事務局が３か月以内に

発行した加盟証明書等を提出してください。また，登記事項証明書の写し等により，「本邦

に経営基盤又は連絡先を有する」ことを裏付けてください。 

○ ビザ申請書の「Purpose of visit to Japan」欄は，「Temporary Visitor」，「Business」などと

せず，具体的な渡航目的を記載してください。 

○ 医療保険カードについては，原本提示・写し提出とします。 

○ 本措置により渡航した者が不法残留・不法就労していることが判明した場合は，その所

属組織については，本措置の適用を一時的に停止します。 

○ 在職事実や渡航目的等に関連し，当館から追加説明や追加資料の提出を求める場合

があります。 

 

(了) 


